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調査概要

■目的：医療用麻薬の応需実績と麻薬小売業者間譲渡の運用状況等を把握するため
■内容：全16問（小問含む設問数29）／回答所要時間20分
➀薬局の基本情報
➁薬局の訪問実績・無菌調剤実績、麻薬取扱在庫・廃棄状況について
➂麻薬小売業者間譲渡許可申請について
➃医薬品卸の配送状況について
■対象：保険調剤業務を取り扱う薬局として、麻薬小売業者免許取得かつ１年以上運営している薬局
■方法：オンラインWEB調査 1薬局1回答
■回答期間：2025年11月4日（火）～2025年12月5日（金）
■回答数：5,019薬局（24.1％）*

■実施主体：日本保険薬局協会 医療制度検討委員会
■倫理審査：日本薬局学会倫理審査委員会 受付番号25011

調査結果 Summary
麻薬小売業者免許を持つ薬局の1年間の麻薬の廃棄金額の平均は1店舗当たり23,057円であるが、回答があった4,903薬局の廃棄金額の合計は年間
で約1.1億円、全国の薬局数に換算すると年間で約14億5千万円の医療用麻薬が廃棄され、社会的損失に繋がっている可能性がある。
また、廃棄金額が年間10万円を超える薬局は全体の8.6%であった。
薬局間譲渡許可の届出率は41.6%で、そのうち譲渡実績のある薬局は46.0%であった。制度に関して、薬局の91.7%が「譲渡できる薬局が事前に届出
した薬局間にのみ限定されていること」を課題と認識し、さらに34.9%が「申請書類の作成及び申請が手間」と回答、29.9%が「卸から譲り受けて90日以上
経過してから」という条件に課題を感じていた。また、都道府県独自の許可基準による距離・時間・事業者数の制限について、53.1%の薬局が課題であることが明
らかになった。
今後、在宅、無菌、がん薬物治療連携等のニーズがより一層見込まれる中で、患者への安定供給と医療資源の適正活用の観点から、麻薬であることの一
定の規制は守りつつ、より柔軟な薬局間譲渡の制度改正の必要性が示唆された。医薬品流通に係る関係者や、厚生労働省等と実態を共有し課題解決に向
けた活動に努めていく。

＊NPhA正会員の薬局数：20,799薬局（2025年11月17日現在）
 ＊対象薬局を厳密に除外は困難であるため、NPhAの正会員の薬局数を分母として計算
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医療用麻薬の流通の合理化について
ー厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会ー
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医療用麻薬の流通の合理化について

300薬局以上

引用：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 2024/11/28

厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会において、医療用麻薬の流通に関する課題や意見が議論された。

麻薬小売業者（薬局）の記載なし
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医療用麻薬の流通の合理化

引用：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 2024/11/28

麻薬小売業者においても、不動在庫の影響は廃棄による手間、行政立会の負担、返品出来ない仕組みについては同等である

麻薬卸売業者

麻薬診療施設
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医療用麻薬の流通の合理化

引用：厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 2024/11/28

2025年薬機法改正により、麻薬の出荷停止等により医療用麻薬の供給不安のおそれがある場合の麻薬卸売業者から隣接都道
府県の麻薬卸売業者等への融通や、回収の必要が生じた場合の他の医薬品と同様の経路での回収が可能となる範囲での麻薬
の譲渡が可能となった。

麻薬卸売業者による
麻薬の隣接県への譲渡が可能に
（一定の場合に限定）

自主回収等の場合のみ
麻薬小売業⇒麻薬卸売業者への

譲渡が可能に
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薬局における医療用麻薬 廃棄状況

≪統計解析≫
•Welchのｔ検定：2つの平均を比較する際に、分散や人数が異なる場合でも使える検定方法。 P値<有意水準0.05（有意差あり）

•効果量（Cohen’s d）：コーエンズ・ディー。Welchのｔ検定で得た平均の差が「どれくらい大きいか」を数値で示す。
d値＝0.2未満はごく小さい効果、0.2-0.49は小さい効果、0.5-0.79は中くらいの効果、0.8以上は大きい効果。

•分散分析（ANOVA）：アノヴァ。3つ以上のグループの平均に差があるかどうかを検定する。 P値<有意水準0.05（有意差あり）

•効果量（η²）：イータ二乗。ANOVAで説明された「効果の大きさ」を示す指標。η²値＝0.01は小さい効果、0.06は中くらいの効果、0.14は大きい効果。
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麻薬廃棄金額

麻薬小売業者免許を持つ薬局の1年間の麻薬の廃棄金額の平均は1店舗当たり23,057円であるが、回答のあった4,903薬局の合
計金額は年間で約1.1億円であり、全国で換算すると年間約14億５千万円規模の医療用麻薬が廃棄され、
社会的損失に繋がっている可能性がある。また、年間10万円を超える店舗は全体の8.6%であった。

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。
※廃棄のない1,961薬局も含めた平均値

問.直近１年間の麻薬廃棄金額をお教えください。（※廃棄金額：薬価×廃棄数量） （N数=4,903薬局）
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5-6万円未満
6-7万円未満
7-8万円未満
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40-45万円未満
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金
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8.6%

廃棄なし：1,961薬局
平均値：23,057円※

中央値：2-3万円未満

約1.1億円廃棄
“全国では…

約14億5千万円”

“一部の薬局で高額廃棄”

参考） （N数=5,019薬局）
麻薬加算算定回数×麻薬加算（70点）
⇒平均24,717円／年※麻薬廃棄金額と同等
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無菌製剤処理加算有無×麻薬廃棄金額

無菌製剤処理加算の実績がある薬局の方が、麻薬年間廃棄金額が高い傾向にあった。

■無菌製剤処理加算の算定実績の有無と廃棄金額 （N数=4,903薬局）

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

平均年間廃棄金額 標準偏差

麻薬廃棄金額

二群間平均値比較と効果量測測定
Welchのt検定とCohen’s d
P値＝0.038（有意差あり）
Cohen’s d=0.744（中程度の効果）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実績なし

（N＝4,598）

実績あり

（N＝305）

0円 1-5,000円未満 5,000-1万円未満 1-2万円未満 2-3万円未満

3-4万円未満 4-5万円未満 5-10万円未満 10-20万円未満 20万円以上

（6.2%）

（93.8%）

56,557円 84,731円

20,786円 45,575円
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麻薬加算×麻薬廃棄金額

麻薬加算の算定回数が高い薬局ほど、麻薬年間廃棄金額も高い傾向がみられた。

■麻薬加算の実績×麻薬廃棄金額

直
近
１
年
間
の
麻
薬
加
算
の
算
定
回
数

（N数=4,890薬局）

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

標準偏差

麻薬廃棄金額
群間平均値比較と効果量測定
分散分析（ANOVA）と効果量（η²）算出
F値＝1.67 P値＝0.0018（有意差あり）
η²＝0.087（中程度の効果）
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10回未満（N=2,636）

10-30回未満（N=986）

30-50回未満（N=414）

50-100回未満（N=375）

100回以上（N=479）

5千円未満 5千円～1万円未満 1～2万円未満 2～3万円未満 3～5万円以上 5～10万円未満 10万円以上

平均年間廃棄金額

55,219円 47,902円

39,147円 38,940円

27,204円 33,450円

21,656円 29,428円

10,605円 19,100円
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麻薬在庫品目×麻薬廃棄金額

取扱麻薬在庫品目が多い薬局ほど、麻薬年間廃棄金額も高い傾向がみられた。

■取扱麻薬品目数×麻薬廃棄金額 （N数=4,276薬局）

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

平均年間廃棄金額 標準偏差

麻薬廃棄金額

58,790円 38,163円

群間平均値比較
分散分析（ANOVA）と効果量（η²）算出
F値＝2.07 P値＝0.004（有意差あり）
η²＝0.06（中程度の効果）
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目

※取扱い麻薬品目数が１品目以上の回答店舗で集計
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-2品目

3-5品目

6-9品目

10 -14品目

15 -19品目

20 -24品目

25 -29品目

30品目以上

5千円未満 5千円～1万円未満 1～2万円未満 2～3万円未満 3～5万円以上 5～10万円未満 10万円以上

（N=186）

54,350円 36,308円

43,337円 34,802円

35,893円 33,360円

25,420円 27,974円

17,653円 23,906円

11,045円 17,554円

7,089円 13,404円

（N=123）

（N=242）

（N=403）

（N=750）

（N=994）

（N=842）

（N=736）
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麻薬不動在庫品目×麻薬廃棄金額

麻薬の不動在庫品目が多い薬局ほど、麻薬年間廃棄金額も高い傾向がみられた。

■麻薬不動在庫品目数×麻薬廃棄金額 （N数=4,068薬局）

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

平均年間廃棄金額 標準偏差

麻薬廃棄金額

57,710円 46,475円

群間平均値比較
分散分析（ANOVA）と効果量（η²）算出
F値＝2.53 P値＝0.032（有意差あり）
η²＝0.19（大程度の効果）

麻
薬
不
動
在
庫
品
目

※麻薬不動品目数が１品目以上の回答店舗で集計

52,237円 45,863円

39,982円 40,149円

26,949円 33,504円

17,723円 26,867円

9,732円 17,887円672 
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3-5品目（N=1,154）

6-9品目（N=1,067）

10-14品目（N=570）

15-19品目（N=209）

20品目以上（N=107）

5千円未満 5千円～1万円未満 1～2万円未満 2～3万円未満 3～5万円以上 5～10万円未満 10万円以上
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在宅薬学総合体制加算×麻薬廃棄金額

在宅薬学総合体制加算の届出において、麻薬年間廃棄金額の平均値は加算２、加算１、届出なしの順で高い傾向にあったが、有意
差は確認されなかった。

■在宅薬学総合体制加算届出別×廃棄金額 （N数=4,903薬局）

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

平均年間廃棄金額 標準偏差

麻薬廃棄金額

41,396円 67,195円
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

届出なし

（N＝1641）

在宅薬学総合体制加算１

（N＝2,223）

在宅薬学総合体制加算２

（N＝1,039）

0円 1-5,000円未満 5,000-1万円未満 1-2万円未満 2-3万円未満

3-4万円未満 4-5万円未満 5-10万円未満 10-20万円未満 20万円以上

20,567円 43,739円

14,683円 40,439円

群間平均値比較
分散分析（ANOVA）算出
P値＝0.10（有意差なし）
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在宅訪問指導回数×麻薬廃棄金額

「在宅患者訪問薬剤管理指導料」と「居宅療養管理指導費」の算定回数が多くなるほど、麻薬の年間廃棄金額の平均値は高い傾向
にあったが、有意差は確認されなかった。

■在宅訪問指導回数×麻薬廃棄金額 （N数=4,896薬局）

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

平均年間廃棄金額 標準偏差

麻薬廃棄金額

38,707円 69,133円

36,129円 59,651円

28,924円 52,286円

23,087円 45,294円

19,351円 50,028円

15,829円 39,118円

10,466円 32,031円

薬
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宅
訪
問
指
導
算
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回
数
（
個
人
宅
＆
施
設
）
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34
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58
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28

35
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70

72

44

76

17

18

35

46

49

31

58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実績0回（N=891）

年1回-24回未満（N=552）

年24回-48回未満（N=844）

年48-96回未満（N=925）

年96回-192回未満（N=725）

年192回-384回以上（N=350）

年384回以上（N=609）

5千円未満 5千円～1万円未満 1～2万円未満 2～3万円未満 3～5万円以上 5～10万円未満 10万円以上

群間平均値比較
分散分析（ANOVA）算出
P値＝0.12（有意差なし）
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特定薬剤管理指導加算2×麻薬廃棄金額

特定薬剤管理指導加算２を届出している薬局の方が、麻薬年間廃棄金額の平均値は高い傾向にあったが、有意差は確認されなかっ
た。

※本報告書に記載の平均値は、各項目の幅の中央値を代表値とし、加重平均により算出しています。

■特定薬剤管理指導加算２届出有無×麻薬廃棄金額 （N数=4,903薬局）

標準偏差平均年間廃棄金額

31,540円 38,080円

麻薬廃棄金額

2,140 

434 

310 

119 

384 

124 

254 

105 

277 

131 

226 

145 

132 

122 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

届出なし

（N=3,723）

届出あり

（N=1,180）

5千円未満 5千円～1万円未満 1～2万円未満 2～3万円未満 3～5万円以上 5～10万円未満 10万円以上

群間平均値比較
Welchのt検定
P値＝0.15（有意差なし）

17,098円 27,438円
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結果の解釈

クロス分析をした結果、標準偏差（平均値からのバラつき）が大きいことから、医療機関から応需する処方箋の処方内容に大きく影響を受け
ることが示唆されるが、今回調査した無菌の実績有無と、麻薬実績が、麻薬廃棄金額に与える影響度を可視化すると下記の通りであった。

効果量（Cohen’s d）と（η²）の数値を影響度としてグラフ化したもの
Cohen’s d ≈ 0.74は η² = 0.12 に相当

麻薬廃棄金額 大

無菌製剤処理
加算：実績あり

麻薬加算
算定実績

■麻薬廃棄金額への影響度を円グラフで示したもの
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参考）使用期限切れ麻薬廃棄の流れについて

麻薬廃棄届へ
必要事項を記載

麻薬廃棄届提出
保健所職員立会いのもと
廃棄

保健所へ連絡
立会日決定※

※使用期限切れの麻薬の廃棄は、保健所ごとに対応が異なります。
「麻薬取締員が薬局に来てその場で廃棄するケース」と「麻薬を持参し、保健所で廃棄するケース」があります。

麻薬帳簿へ
必要事項記載

薬局

保健所

薬局

薬剤師保健所職員

電話にて
廃棄日時

調整

立会いのもと
麻薬廃棄

単　位 錠 容　量

年 月 日 受入 払出 残量

〇 〇 〇 50

〇 〇 〇 30 20

品　名

備考
（患者氏名、譲受の相手方（営業所名等）、製品番号
等）

○○錠10mg

期限切れのため廃棄

廃棄届出年月日（〇年〇月〇日）

立会者（○○保健所麻薬取締員）
実施者名

麻薬を廃棄する際には、
薬局薬剤師および保健所職員の人員コストが発生
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麻薬小売業者間譲渡許可申請
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麻薬小売業者間譲渡について

➢ 卸から納品した麻薬であり、90日以上譲渡譲受がない麻薬が店間移動出来るようになった。
※麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が交付（令和4年4月1日から施行）

（90.5%）

【麻薬小売業者間譲渡の対象ケース】
１．麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応出来ない場合
に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受すること

２．麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲受した麻薬であり、一定の条件のもと90日以上
譲受譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受すること
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麻薬小売業者間譲渡許可申請 ー実施にあたり必要な書類ー
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麻薬小売業者間譲渡許可申請について

医療用麻薬を譲渡譲受できる制度の認知度は約9割であった。

問. 麻薬小売業者間で事前の申請により医療用麻薬を譲渡譲受できることを知っていますか？

（N数=5,019薬局）

4,541 

478
（9.5%）

知っている

知らない

（90.5%）
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2,086 

2,933 

届出あり 届出なし

麻薬小売業者間譲渡許可の届出と薬局間譲渡の頻度

全体の41.6%の薬局で麻薬小売業者間譲渡許可の届出がされており、実際に譲渡実績がある薬局はそのうち46.0%であった。

■麻薬小売業者間譲渡許可の届出

（41.6%）

（58.4%）

■届出をしている薬局の譲渡の頻度（N数=5,019薬局）

（N数=届出をしている2,063薬局）
※回答不可除く

1,113 

537 

227 

136 

28 

22 

0 500 1,000 1,500

実績なし

年に一回程度

半年に一回程度

３か月に一回程度

月に一回程度

月に数回 （1.1%）

（1.4%）

（6.6%）

（11.0%）

（26.0%）

（54.0%）

46.0%
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164 

324 

329 

407 

412 

823 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

麻薬廃棄削減の効果が期待できないため

その他（社内規定・マニュアルにより禁止）

不動在庫が無いため

共同して申請できる薬局（麻薬小売業者）がないため

申請について知らなかったため

届出申請や管理が手間となるため

麻薬小売業者間譲渡許可の届出をしていない理由

麻薬小売業者間譲渡許可の届出をしていない理由では、「届出申請や管理が手間となるため」と回答した薬局が823薬局（33.5％）が
最多となった。

■届出をしていない理由 (N=麻薬小売業者間譲渡許可の届出をしていない2,459薬局)

（33.5％）

（16.8％）

（16.6%）

（13.4%）

（13.2%）

（6.7%）
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麻薬小売業者間譲渡をしたいが出来ない理由

麻薬小売業者間譲渡に関して、調査対象薬局の91.7％が「譲渡可能な薬局が、事前に届出を行った薬局間に限定されている点」を課題として認識していた。
また、「申請書類の作成及び申請に負担がある」と回答した薬局は34.9％、「卸売業者から譲受後90日以上経過していることが要件とされている点」に課題を
感じている薬局は29.9％であった。
これらの結果から、制度要件および手続面における運用上の課題が認識されている状況が示された。

問.譲渡したいが出来ない理由（優先度の高い３つを選択） (N=麻薬小売業者間譲渡許可の届出をしている2,086薬局)

197 （9.4％）

258 （12.4％）

315 （15.1％）

328 （15.7％）

450 （21.6％）

541 （25.9％）

623 （29.9％）

646 （31.0％）

728 （34.9％）

960 （46.0％）

1,212 

（58.1％）

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

その他

麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬に限定されているため

事前に都道府県知事の許可が必要であるため

他薬局の在庫状況が分からないため

不動在庫が無いため

共同して許可取得する薬局数が限られているため

卸から譲り受けて90日以上経過していることが条件のため

譲渡先が同一都道府県内に限定されているため

申請書類の作成及び申請が手間であるため

事前に許可された薬局間のみに限定されているため

麻薬小売業者間譲渡グループ内では引き取り先がいないため

⚫ 郵送の制約：郵送ができず、直接持ち込まないといけないため

91.7%※の薬局が
事前に譲渡できる
薬局が限定されている
ことが課題と回答
※赤枠内4つの選択肢を1つ以上
選択した薬局の割合
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麻薬小売業者間譲渡許可申請の制度面での課題（都道府県）

都道府県が個別に設ける許可申請項目により、53.1％の薬局が距離・時間・事業者数制限に関する課題があると回答している

■麻薬小売業者間譲渡許可申請時において、都道府県ごとの審査基準における課題（複数回答可）

(N=譲渡許可届出を出している2,086薬局のうち、本設問に

「分からない」と回答した1,150薬局を除いた936薬局)

9 

47 

123 

128 

144 

161 

541 

0 100 200 300 400 500 600

その他

共同して許可取得する麻薬小売業者は20業者以内

（同一市町村内はこの限りでない）の基準がある

共同して許可取得する麻薬小売業者は10業者以内

（同一市町村内はこの限りでない）の基準がある

移動時間：60分以内の基準がある

移動時間：30分以内の基準がある

移動距離：15km以内の基準がある

課題無し

（12.5％）

（11.1％）

（10.7％）

（4.1％）

（46.9％）

（14.0％）

（0.8％）

⚫ その他の内容：隣接する市に限り譲渡可

53.1%
※

※「課題無し」以外の選択肢を
1つ以上選択した薬局の割合
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都道府県別の許可基準による主な課題

都道府県名 許可の基準

東京都
区市町村（都内に限る）をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、10業者までとし、麻薬小売業者間
の移動時間は30分以内（移動手段は不問）

神奈川県 原則10業者まで、移動時間30分以内

埼玉県
申請者の麻薬業務所の所在地が市町村をまたぐ場合は、麻薬小売業者の数は原則10（各業務所間の距
離（道のり）は15Km以内）

群馬県
市町村をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、原則として10業者までとし、麻薬小売業者間の移動距
離は30分以内（移動手段は不問）

長野県
市町村をまたいで麻薬小売業者が申請する場合には、10業者以内であり、麻薬小売業者間の移動時間が
おおむね30分以内

愛知県
市町村をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、10業者までとし、麻薬小売業者間の移動時間は60分
以内（移動手段は不問）

京都府
申請できる麻薬小売業者数：20業者以内
各麻薬業務所間の移動時間：概ね60分程度

広島県
市町（広島県内に限る）をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、麻薬小売業者の数、麻薬小売業者
の業務所間を移動するのに要する時間等を踏まえる。

徳島県 近隣の麻薬小売業者間で譲受・譲渡することが可能

引用）東京都HP／神奈川県HP／埼玉県HP／群馬県HP／長野県HP／愛知県HP／京都府／広島県HP／徳島県HP
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医薬品卸の配送状況
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17

日曜配送なし 日曜配送あり

221 

土曜配送なし 土曜配送あり

3,636（94.3％）

医療用麻薬における医薬品卸の配送状況

土曜日営業している3,857 薬局のうち、 3,636 薬局（ 94.3 ％）は土曜日の麻薬配送がなく、日・祝営業している 438 薬局のうち、 421 薬局
（96.1 ％）は日・祝の麻薬配送がないという結果であった。

(N数=5,019薬局)■薬局の土・日・祝_営業状況

（5.7％）

■土曜日の麻薬配送状況 (N数=土曜日営業3,857薬局)

■日・祝の麻薬配送状況 (N数=日・祝営業438薬局)

421（96.1％）

（3.9％）
3,463 

44 

394 

1,118 

土曜日営業あり 日曜・祝日営業あり

土曜日、日曜・祝日営業あり 土曜日、日曜・祝日営業なし

（7.9％）

（22.3％）

（69.0％）
（0.9％）
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医療用麻薬が医薬品卸から希望日に納品できない場合の患者様対応

医療用麻薬が医薬品卸から希望する日に配送されなかった場合の対応として、「患者や家族との納品日調整」（80.8％）や「他薬局への在庫確認・患
者紹介」（35.1％）など、患者への影響を軽減するための対応が多く行われていることが確認された。本設問は配送希望日に対応できなかった場合の対応
を尋ねたものであり、薬局における実務的な調整対応の実態が示された。

問.医療用麻薬が医薬品卸から希望する日に配送対応（定期配送、急配）いただけない場合、貴店
ではどのように対応しましたか？（複数回答可）

461 

1,101 

1,151 

1,597 

1,739 

1,760 

4,055 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

他薬局へ在庫確認後、店舗間移動をして

在庫を確保した

別の医薬品卸に急配依頼、納品日の確認

在庫がなく受付出来なかった

処方医への相談、疑義照会

希望日以降に医薬品卸から納品されてから

患者へお渡しした

他薬局へ在庫確認並びに、患者受入可否の確認後、

患者を紹介した。

患者やその家族と納品日やお渡し方法の相談・調整

（31.8％）

（22.9％）

（80.8％）

（35.1％）

（34.6％）

（21.9％）

（9.2％）

（N数=5,019薬局）
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調査結果サマリ イメージ図

≪2025年薬機法改正≫
卸間の融通は改善も…
薬局の在庫管理問題は残る

33.5%の薬局が届出申請や管理の
手間を理由に届出していない

91.7%がこの点を課題と認識
都道府県独自の許可制度も課題

調査結果から示唆された制度上の課題

・麻薬小売業者間譲渡の届出の「事前登録制」

・麻薬卸売業者から納品されてからの「90日ルール」

・都道府県独自のローカルルール

・未開封品でも返品不可

年間平均廃棄額

￥23,057
１薬局あたり

“全国の薬局に換算すると
約14億5千万円の医療用麻薬が廃棄”

薬局の医療用麻薬 廃棄の現状と課題

8.6%の薬局は廃棄額が
年間10万円を超える

特定の機能を持つ薬局ほど
廃棄額が高い傾向

麻薬小売業者間譲渡許可の
届出率

うち譲渡実績があるのは半数以下

届出をした薬局のうち、
実際に譲渡を行った割合

未届出の最大の理由：
「申請・管理の手間」

制度利用の最大の壁：
「事前に許可された薬局間」という制限

無菌製剤
処理

麻薬加算
回数

廃棄額
増加
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